
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

令 和 8 年 3 月 27 日

205,810,000

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。

１．不断水分岐箇所の既設管、及び既設水路の状態を確認するため、試掘箇所及び掘削
方法を変更する。
２．掘削時の湧水が想定以上に多く、施工に支障となることから、水替ポンプ規格並び
に設置数量、及び掘削幅等を変更する。
３．試掘調査の結果、既設管のフランジ、水路等が配管布設の支障となることが判明し
たため、不断水分岐位置、不断水簡易仕切弁、及び配管の割付を変更する。
４．掘削時に発生する濁水が港内水域に拡散することを防止するため、汚濁防止フェン
スの設置撤去費用を変更増とする。
５．国道部施工時の車両の円滑な通行を確保するため、中央分離帯を一時撤去する費用
を変更増とする。
６．上記のとおり、湧水等の現場条件変更への対応、並びに追加施工を行う必要が生じ
たため、工期を６２日間延長する。

尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

34,586,200

240,396,200

変更後工事期間

変更契約年月日

当 初 工 事 期 間

(62日間延長)

施工延長
　DIP-NSφ600布設工
　DIP-NSφ500布設工
　DIP-NSφ400布設工
　DIP-GXφ300布設工
　DIP-GXφ200布設工
　不断水分岐工φ600×φ600
　弁体離脱バタフライ弁設置工φ600
　不断水簡易仕切弁設置工φ600
　バタフライ弁設置工φ600
　不断水分岐工φ500×φ500
　ソフトシール仕切弁設置工φ500
　不断水簡易仕切弁設置工φ500
　両受ソフトシール仕切弁設置工φ300
　急速空気弁設置工φ75
　排泥管設置工φ200
　管路土工
　本復旧工
　仮設工
　中央分離帯撤去復旧工
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令和7年11月 17日

令 和 7 年 3 月 19 日

令 和 7 年 3 月 19 日

令 和 8 年 1 月 24 日

令 和 7 年 3 月 19 日

変　更　契　約　調　書

三重県四日市市諏訪町３番１６号

岩崎架道橋下配水管布設替工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

当初契約年月日

水道工事

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所

所長　佐々木啓文

鳥羽一丁目

株式会社森本組　三重営業所


